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ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

日
曜
支
払
い
・
相
談

窓
口
ご
利
用
下
さ
い

海
の
家
利
用
券

配
布
し
ま
す

（５）２００１．７．１

農
業
振
興
事
業

補
助
金
の
申
請

【
平
成
１４
年
度
実
施
予
定
分
】

市
民
に
安
全
で
新
鮮
な
農
畜
産
物
を

提
供
す
る
た
め
、
経
営
を
改
善
・
合
理

化
し
、
農
業
経
営
の
確
立
を
目
指
す
事

業
に
対
し
補
助
を
行
い
ま
す
。

○
対
象

５
年
以
上
農
業
を
続
け
る
意

志
の
あ
る
市
内
の
農
家
、
ま
た
は
３
人

以
上
が
参
加
す
る
農
業
法
人
・
営
農
集

団
で
あ
り
、
か
つ
右
下
表
の
条
件
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

○
対
象
事
業

事
業
費
の
総
額
が
３０
万

円
以
上
の
も
の

○
交
付
額

認
定
農
家
・
農
業
法
人
・

営
農
集
団
に
つ
い
て
は
経
費
の
２
分
の

１
（
１
５
０
万
円
限
度
）、
そ
の
他
の

農
家
は
３
分
の
１（
１
０
０
万
円
限
度
）

○
申
し
込
み

申
請
書
（
農
業
振
興
課

・
Ｊ
Ａ
各
支
店
備
え
付
け
）
に
関
係
書

類
を
添
え
て
、
７
月
３１
日
ま
で
（
郵
送

可
）
に
農
業
振
興
課
（
〒
１９４
―
０
０
２

２
、
森
野
１
―
３３
―
１０
、
�
７
２
４
・

２
１
６
６
）
へ
。

※
平
成
１２
・
１３
年
度
で
す
で
に
補
助
金

限
度
額
を
受
け
て
い
る
方
は
申
請
で
き

ま
せ
ん
。

芹
ヶ
谷
公
園
「
ひ
だ
ま
り
荘
」

ご
利
用
下
さ
い

芹
ヶ
谷
ひ
だ
ま
り
荘
は
、
芹
ヶ
谷
公

園
東
側
高
台
に
あ
る
日
本
庭
園
に
囲
ま

れ
た
談
話
室
で
す
。

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
利
用
日

年
末
年
始
（
１２
月
２９
日
〜

１
月
３
日
）
を
除
く
毎
日

○
利
用
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
９
時

（
午
後
５
時
〜
９
時
は
予
約
に
よ
る
利

用
の
み
）

○
申
し
込
み

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

の
間
に
電
話
で
芹
ヶ
谷
ひ
だ
ま
り
荘
管

理
運
営
委
員
会
（
�
７
２
４
・
１
９
０

１
）
へ
。

「
高
齢
者
の
た
め
の
福
祉
の
て
び
き
」

７５
歳
以
上
の
方
に

民
生
委
員
が
配
り
ま
す

町
田
市
の
高
齢
者
福
祉
制
度
の
概
要

を
掲
載
し
た
「
高
齢
者
の
た
め
の
福
祉

の
て
び
き
」
を
民
生
委
員
が
７
月
中
旬

か
ら
７５
歳
以
上
の
方
の
お
宅
に
訪
問

し
、
お
配
り
し
ま
す
。
ま
た
、
７０
歳
以

上
の
方
に
は
郵
送
し
ま
す
。
毎
日
の
暮

ら
し
に
ご
活
用
下
さ
い
。

な
お
、
留
守
の
場
合
は
、
郵
便
受
け

等
に
入
れ
ま
す
の
で
ご
了
承
下
さ
い
。

※
配
布
は
１
世
帯
に
１
冊
ま
で
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
今
年
か
ら「
お
と
し
よ
り
の
し
お
り
」

が「
高
齢
者
の
た
め
の
福
祉
の
て
び
き
」

に
変
わ
り
ま
し
た
。

�問
高
齢
者
福
祉
課
�
７
２
４
・
２
１
４

１

町
田
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー

入

会

説

明

会

「
子
育
て
の
手
助
け
を
し
て
ほ
し
い

人
（
依
頼
会
員
）」
と
「
子
育
て
の
協

力
を
し
て
下
さ
る
人
（
援
助
会
員
）」

と
の
相
互
援
助
活
動
を
行
う
会
員
組
織

で
す
。
土
曜
日
に
、
定
期
的
に
入
会
説

明
会
を
実
施
し
ま
す
。

○
対
象

依
頼
会
員
…
市
内
在
住
で
生

後
３
か
月
か
ら
お
お
む
ね
１０
歳
く
ら
い

の
子
ど
も
を
お
持
ち
の
、
保
育
の
援
助

を
必
要
と
し
て
い
る
方
▽
援
助
会
員
…

市
内
在
住
の
２０
歳
以
上
で
子
育
て
に
協

力
を
し
て
下
さ
る
方

○
日
時

毎
月
第
３
土
曜
日
の
午
前
１０

時
〜
１１
時
３０
分

○
会
場

町
田
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
所
（
町
田
市
健
康

福
祉
会
館
地
下
１
階
）

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。

○
定
員

１５
人
（
申
し
込
み
順
）

○
申
し
込
み

電
話
で
同
セ
ン
タ
ー

（
�
７
２
４
・
０
９
０
１
）
へ
。

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助
金

標
準
家
庭
の
５
人
槽
で

６０
万
円
を
補
助
し
ま
す

生
活
排
水
に
よ
る
河
川
や
地
下
水
の

汚
染
、
悪
臭
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。

合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
水
洗
便
所
だ

け
で
は
な
く
台
所
、
ふ
ろ
、
洗
濯
等
の

排
水
も
浄
化
す
る
た
め
、河
川
の
浄
化
、

住
環
境
改
善
の
有
効
な
手
段
と
な
っ
て

い
ま
す
。

市
で
は
、
補
助
対
象
地
域
に
合
併
処

理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方
（
建
売
住
宅

の
場
合
は
購
入
者
）
に
補
助
金
を
交
付

し
て
い
ま
す
。

補
助
対
象
地
域
は
、
下
水
道
事
業
計

画
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
相
原
町
、

小
山
町
の
各
一
部
区
域
と
市
内
の
市
街

化
調
整
区
域
で
、補
助
金
額
は
人
槽（
浄

化
槽
の
大
き
さ
）
×
１２
万
円
で
す
。
な

お
、
補
助
対
象
は
、
５
〜
５０
人
槽
ま
で

の
専
用
住
宅
（
居
住
部
分
が
半
分
以
上

を
占
め
る
店
舗
併
用
住
宅
も
含
む
）
と

な
り
ま
す
。

補
助
金
の
申
請
は
必
ず
工
事
を
始
め

る
前
に
行
っ
て
下
さ
い
。

※
補
助
対
象
地
域
か
ど
う
か
は
必
ず
電

話
等
で
ご
確
認
下
さ
い
。

�問
環
境
保
全
課
�
７
２
２
・
２
７
５
２

燃
や
せ
る
ご
み
は
全
市
域
を
曜
日
ご

と
に
分
け
、
毎
日
、
２
ト
ン
車
１８
台
と

４
ト
ン
車
２０
台
の
収
集
車
で
下
小
山
田

町
に
あ
る
「
リ
サ
イ
ク
ル
文
化
セ
ン
タ

ー
」の
焼
却
施
設
に
集
め
て
い
ま
す
。ま

た
、
横
浜
線
以
南
で
集
め
た
燃
や
せ
る

ご
み
の
一
部
は
、
収
集
効
率
を
高
め
る

た
め
に
、
鶴
間
に
あ
る
「
リ
レ
ー
セ
ン

タ
ー
み
な
み
」に
運
び
、１０
ト
ン
の
大
型

コ
ン
テ
ナ
車
に
積
み
替
え
て
か
ら
「
リ

サ
イ
ク
ル
文
化
セ
ン
タ
ー
」
に
運
ん
で

い
ま
す
。
昨
年
度
１
年
間
の
収
集
量
は

７
万
３
５
０
７
ト
ン
で
、
１
日
当
た
り

で
は
約
２
４
５
ト
ン
に
も
な
り
、
こ
れ

は
ゾ
ウ
約
３５
頭
分
に
も
相
当
し
ま
す
。

集
ま
っ
た
ご
み
は
深
さ
８
ｍ
の
「
可

燃
ご
み
ピ
ッ
ト
」
に
落
と
さ
れ
、
粉
砕

機
に
運
ば
れ
て
１５
㎝
ぐ
ら
い
の
大
き
さ

に
し
た
後
、
焼
却
炉
に
運
ば
れ
焼
却
さ

れ
ま
す
。
焼
却
後
は
、
燃
や
し
た
ご
み

の
約
９
％
が
灰
と
燃
え
か
す
に
な
り
ま

す
。
灰
は
セ
メ
ン
ト
で
固
化
し
て
直
径

２
㎝
、
長
さ
５
㎝
位
の
円
筒
状
に
し
た

後
、
燃
え
か
す
は
混
ざ
っ
て
い
た
金
属

な
ど
を
選
別
機
で
除
去
し
た
後
、
日
の

出
町
に
あ
る
二
ツ
塚
廃
棄
物
広
域
処
分

場
に
運
び
、
埋
め
立
て
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
燃
え
か
す
に
含
ま
れ
て
い
る
金

属
な
ど
の
量
が
多
い
と
選
別
機
で
完
全

に
除
去
で
き
ず
、
広
域
処
分
場
で
は
引

き
取
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
燃

や
せ
る
ご
み
の
中
に
は
、
ま
だ
ま
だ
紙

類
の
混
入
が
目
立
ち
ま
す
。
よ
り
一
層

の
ご
み
分
別
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
市
民
３８
万
人
分
す
べ
て
の
ご
み
が

「
リ
サ
イ
ク
ル
文
化
セ
ン
タ
ー
」
１
か

所
に
集
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
焼
却
灰
は

す
べ
て
日
の
出
町
に
運
ば
れ
ま
す
。
ご

み
は
集
積
所
へ
出
し
て
し
ま
え
ば
終
わ

り
、
で
は
な
く
、
リ
サ
イ
ク
ル
文
化
セ

ン
タ
ー
周
辺
や
日
の
出
町
に
住
む
方
の

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
環
境
へ
の
影
響
を

考
え
、
ご
み
を
出
す
一
人
ひ
と
り
が
自

分
の
出
す
ご
み
に
責
任
を
持
っ
て
下
さ

い
。

●
生
ご
み
は
必
ず
水
切
り
を
�

生
ご
み
の
約
８０
％
は
水
分
で
す
。
三

角
コ
ー
ナ
ー
な
ど
で
水
切
り
を
し
た
だ

け
で
は
ま
だ
ま
だ
水
分
は
残
っ
て
い
ま

す
。
集
積
所
へ
出
す
前
に
も
う
一
度
ギ

ュ
ッ
と
絞
っ
て
下
さ
い
。
水
切
り
は
ご

み
を
減
量
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
生

ご
み
の
腐
敗
を
遅
ら
せ
悪
臭
を
抑
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
臭
い
の

気
に
な
る
暑
い
季
節
を
迎
え
ま
す
。
必

ず
行
う
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

●
生
ご
み
は
た
い
肥
に
�

市
で
は
生
ご
み
を
燃
や
せ
る
ご
み
と

し
て
排
出
せ
ず
、
家
庭
で
処
理
し
て
い

た
だ
く
た
め
に
、
生
ご
み
た
い
肥
化
容

器
の
頒
布
と
生
ご
み
処
理
機
の
購
入
補

助
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
機
器

を
利
用
す
れ
ば
生
ご
み
を
有
効
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
過
剰
包
装
や
レ
ジ
袋
は
断
る
�

自
分
で
使
う
物
な
の
に
き
れ
い
に
包

装
し
て
く
れ
た
り
、
自
分
の
バ
ッ
グ
を

持
参
し
て
い
る
の
に
レ
ジ
袋
に
入
れ
て

く
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
は
家
に
帰
れ

ば
す
ぐ
に
ご
み
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。不
必
要
な
包
装
は
断
り
ま
し
ょ
う
。

�
包
装
は
結
構
で
す
�
こ
の
一
言
で
ご

み
は
確
実
に
減
り
ま
す
。

※
皆
さ
ん
が
実
践
し
て
い
る
ご
み
を
減

ら
す
良
い
ア
イ
デ
ア
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
環
境
総
務
課
（
�
７
９
７
・
０
５

３
０
）
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

可燃ごみピット

【
東
京
都
Ｐ
Ｃ
Ｂ
適
正
管
理
指
導
要
綱

を
策
定
し
ま
し
た
】

東
京
都
は
、
こ
の
度
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
（
ポ

リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
）
に
よ
る
環
境
汚

染
等
の
未
然
防
止
の
た
め
、
保
管
中
の

Ｐ
Ｃ
Ｂ
電
気
機
器
だ
け
で
な
く
使
用
中

の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
電
気
機
器
（
昭
和
４７
年
以
前

に
製
造
さ
れ
た
業
務
用
・
施
設
用
照
明

機
器
等
）
の
届
出
制
度
に
よ
る
、
一
貫

し
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
の
適
正
管
理
に
関
す
る
都

独
自
の
ル
ー
ル
を
策
定
し
ま
し
た
。
届

け
出
の
受
け
付
け
は
６
月
１
日
か
ら
行

っ
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
電
気
機
器
を
使
用
ま
た

は
保
管
し
て
い
る
事
業
者
の
方
は
届
け

出
を
し
て
下
さ
い
。

�問
東
京
都
環
境
局
産
業
廃
棄
物
対
策
課

�
０３
・
５
３
８
８
・
３
５
７
３
、
町
田

市
環
境
保
全
課
�
７
２
４
・
２
７
１
１

７
月
５
日
に
平
成
１３
年
度
国
民
健
康

保
険
税
の
納
税
通
知
書
を
世
帯
主
あ
て

に
送
り
ま
す
。
保
険
税
の
納
税
義
務
者

は
、
住
民
票
上
の
世
帯
主
と
な
っ
て
い

ま
す
。
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
な
く
て
も
、
家
族
の
ど
な
た

か
が
加
入
し
て
い
れ
ば
、
世
帯
主
あ
て

に
納
税
通
知
書
を
送
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
な
お
、
町
田
市
の
国
民
健
康
保
険

は
、
地
方
税
法
の
定
め
に
よ
り
賦
課
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
「
税
」
と
な
っ
て

い
ま
す
。

【
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
、
ま
た
は

や
め
た
時
は
】

会
社
等
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と

き
は
、
国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
手
続

き
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
会
社
等
を
や

め
て
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き

も
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
手
続
き
は
、
国
民
健
康
保

険
課
ま
た
は
、
南
・
な
る
せ
駅
前
・
鶴

川
・
忠
生
・
堺
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
で

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
会
社
等
の
健

康
保
険
に
加
入
し
た
時
は
新
し
い
健
康

保
険
証
と
そ
れ
ま
で
の
国
民
健
康
保
険

証
を
、
会
社
等
の
健
康
保
険
を
や
め
た

時
は
資
格
喪
失
証
明
書
等
と
（
お
持
ち

で
あ
れ
ば
）
お
手
元
に
あ
る
国
民
健
康

保
険
証
を
お
持
ち
下
さ
い
。

【
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
】

保
険
税
の
支
払
い
に
は
、
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
下
さ
い
。
納
税
通
知

書
に
口
座
振
替
依
頼
書
を
同
封
し
ま
す

の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
郵
送
す

る
だ
け
で
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。

�問
国
民
健
康
保
険
課

加
入
や
課
税
に

つ
い
て
�
�
７
２
４
・
２
１
２
４
、
納

付
に
つ
い
て
�
�
７
２
４
・
２
１
２
５
、

給
付
に
つ
い
て
�
�
７
２
４
・
２
１
３

０
国
民
健
康
保
険
税
の
お
支
払
い
や
ご

相
談
を
お
受
け
す
る
日
曜
支
払
い
・
相

談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
当
日
は
、
社

会
保
険
と
国
民
健
康
保
険
の
切
り
替
え

等
の
各
種
届
け
出
も
お
受
け
し
ま
す
。

な
お
、
届
け
出
に
必
要
な
書
類
は
、

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

○
日
時

７
月
１５
日
（
日
）
午
前
９
時

〜
午
後
４
時

○
会
場

国
民
健
康
保
険
課
（
市
役
所

２
階
）

�問
国
民
健
康
保
険
課
�
７
２
４
・
２
１

２
５今

年
も
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
に
利
用
し
て
い
た
だ
く
海
の

家
を
開
設
し
ま
す
。

場
所
は
、
片
瀬
江
の
島
の
東
浜
海
岸

と
鎌
倉
の
由
比
ケ
浜
海
岸
で
す
。

利
用
で
き
る
期
間
は
、
７
月
１０
日
か

ら
８
月
２６
日
ま
で
の
４８
日
間（
無
休
）、

時
間
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

で
す
（
団
体
利
用
不
可
）。

ご
希
望
の
方
に
は
利
用
券
を
お
渡
し

し
ま
す
の
で
、
保
険
証
を
お
持
ち
に
な

り
国
民
健
康
保
険
課
（
市
役
所
２
階
）

ま
た
は
南
・
な
る
せ
駅
前
・
鶴
川
・
忠
生
・

堺
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
お
い
で
下
さ

い
。

�問
国
民
健
康
保
険
課
�
７
２
４
・
２
１

３
０

国民健康保険税の
納 税 通 知 書 を
送 り ま す

Ｐ
Ｃ
Ｂ
入
り
電
気
機
器
等

を
使
用
、
ま
た
は
保
管

し
て
い
る
事
業
者
の
方
へ

ご
み
ダ
イ
エ
ッ
ト
	
vol.３

燃
や
せ
る
ご
み
の
ゆ
く
え

牛
ま
た
は
馬

５
頭

以
上
飼
育

豚

１０
頭

〃

鶏

５
０
０
羽

〃

ホ
ダ
木

５
０
０
本

〃
栽
培

ハ
ウ
ス

２
０
０
㎡

〃
設
置

田

畑

２０
ａ

〃
耕
作

生
産
緑
地

１０
ａ

〃

町田市国民健康保険税（医療保険分、介護保険分）の税率等
町田市における国民健康保険税の算定方式は、従来と同様です。

今年度の医療保険分及び介護保険分の、所得割・均等割・平等割の

税率等は下記のとおりです。

なお、平成１３年度から介護保険分の税率等が一部変更になりました。

介 護 分

０．８５％

５，４００円

２，４００円

７０，０００円

医 療 分

４．８５％

２２，２００円

１２，０００円

５３０，０００円

平成１３年度国民健康保険税の税率等

加入者の前年所得に対して右

欄の税率をかけて、それぞれ

算定いたします。

（前年の総所得金額

―基礎控除３３万円）×

加入者１人について

１世帯について

世帯単位の算定年税額が右欄の

額を超えた場合、年税額はそれ

ぞれ右欄の金額となります。

所 得 割 額

均 等 割 額

平 等 割 額

課税限度額


